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◆募集人員　　一日勤務を希望する方…7名程度
　　　　　　　半日（午後）勤務を希望する方…若干名
◆募集期間　　令和３年１月29日（金）まで
◆応募資格　　下記のいずれかに該当する方で、令和３年４月１日から勤務できる方
　　　　　　　・保育士資格を有する方
　　　　　　　・令和３年３月31日までに保育士資格取得見込みの方
◆報 酬 等　　月額163,100円（半日勤務の方は、月額81,550円）
　　　　　　　有給休暇制度、期末手当（６月・12月に支給）、時間外勤務手当、
　　　　　　　通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
　　　　　　　※保育士等の経験年数による前歴加算措置制度があります。
◆応募方法　　下記の①から④の書類を社会福祉課まで提出してください。
　　　　　　　①応募用紙、②履歴書、③保育士証の写しまたは
　　　　　　　資格取得見込証明書（原本）、④勤務の希望調書
　　　　　　　※応募用紙・勤務の希望調書は、社会福祉課にあります。
　　　　　　　　市のホームページからダウンロードもできます。
◆審査方法　　面接試験（上記の書類提出の際に行います。）
◆申し込み・問い合わせ　社会福祉課 福祉児童係　☎0738－23－5508

令和３年度 御坊市立保育園臨時保育士（会計年度任用職員）募集
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第72回人権週間12月４日（金）～10日（木）～「誰か」のこと じゃない～

　12月10日は「人権デー」です。1948年のこの日「世界人権宣言」が国連で採択され、今年で72年目を
迎えました。世界中の全ての人はみんな同じ人権を持つかけがえのない存在です。それぞれの個性や生き方
の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

特設人権相談所 ～人権擁護委員はあなたの相談パートナーです～
　一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は厳守されます。
　○日　時　12月４日（金）10：00～15：00
　○場　所　福祉センター３階
　○相談員　法務局職員、法務省人権擁護委員

　・阪本仁志 氏（薗）・森川正教 氏（湯川町財部）

　・立野勝之 氏（湯川町財部）・中野るり子 氏（藤田町吉田）

　・田ノ岡雅子 氏（野口）・清水典子 氏（塩屋町北塩屋）

　・宇藤勝 氏（名田町楠井）
　※人権擁護委員の自宅及び法務局（☎0570-003-110）でも常時相談を受けています。
　○主　催　御坊人権擁護委員協議会 御坊分会
　○後　援　御坊市・和歌山地方法務局 御坊支局

街頭啓発を実施します！～人権尊重思想の普及高揚をめざして～
　街頭で啓発物品の配布を行い、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけます。
※街頭啓発については、新型コロナ
　ウイルス感染症の状況により、中止
　もしくは、内容を変更する場合が
　あります。
♢問い合わせ　社会福祉課 人権・男女共同参画推進室　☎0738-23-5508

7:30～8:30
JR御坊駅

15:30～16:30
ロマンシティ御坊店

12月4日（金）
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